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国際会計基準審議会（以下、IASB）は、2023年3月
に、IFRS第9号「金融商品」（以下、IFRS第9号）の
分類及び測定の要求事項の修正を提案する公開草案
「金融商品の分類及び測定の修正」（以下、本公開草案）
を公表しました。本公開草案は、2022年12月に完
了したIFRS第9号の分類及び測定の要求事項の適用後
レビュー（以下、PIR）から受けたフィードバックに
対応する形で開発されています。
本稿では、本公開草案の内容について解説します。
なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であるこ
とをお断りします。

IASBは、PIRの結果、全般的に当該要求事項は一
貫して適用することができ、財務諸表利用者に有用な
情報を提供しているとの結論を下しました。一方で、

さらに拡充又は明確化を求める具体的な領域が識別さ
れたことを受け、本公開草案を公表しました。本公開
草案で基準の修正が提案されている事項は＜表1＞の
通りです。

IASBはPIRのフィードバックのうち、「電子送金シ
ステムを使用した金融資産又は金融負債の決済」と、
「ESG連動要素を含んだ金融資産へのキャッシュ・フ
ローの特性の評価」の2点をできるだけ早く対応する
ことが必要なものと識別しており、本稿では、この
2点の対応により修正が提案された＜表1＞の1.及び
2.①について、次章にて詳細を解説します。
なお、本公開草案では適用開始日は示されていませ
んが、早期適用は認められるとしています。ただし、
早期適用の場合には、本公開草案に係る全ての修正を
同時に提供しなければならない旨が定められています。

2021年9月、電子送金システムを通じて受領され

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　公開草案の概要

Ⅲ　電子送金で決済される金融負債の認識の中止

▶表1　本公開草案で修正が提案された事項
1. 電子送金で決済される金融負債の認識の中止

2. 金融資産の分類につき、以下を含む金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性の評価に関する適用指針を明確化

①契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変化させる可能性のある契約条件を含む金融資産（例えば、ESG連動要素を含んだ金
融資産）

②ノンリコース要素を有する金融資産

③契約上リンクしている金融商品である金融資産

3. IFRS第7号「金融商品：開示」の開示要求について以下の修正又は追加

①その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品に対する投資

②偶発的事象の発生（又は不発生）に基づいて契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変化させる可能性のある契約条件を含む
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る現金の支払いで決済される金融資産はいつの時点で
認識を中止すべきかという質問がIFRS解釈指針委員
会に寄せられ、この議論は、電子送金システムを通じ
て行われる支払いにより決済される金融負債の認識の
中止にまで拡大しました。これを受けて、IASBは本公
開草案にて、金融資産又は金融負債の認識又は認識の
中止に関する原則的な会計処理は、決済日会計である
ということを強調しています。これは、金融資産又は
金融負債は、現金が受領者の銀行口座に入金され、使
用が可能になった時点で初めて認識を中止できるとい
うことを意味します。
一方、特に金融負債の決済について実務でのばらつ
きがあるとの認識から、IASBは、電子送金システム
により決済される金融負債の認識の中止を、一定の条
件を満たした場合には決済日前に行うことを認める新
たな要求事項を提案しています。これは、金融負債に
ついて電子送金システムを使用して決済するという特
定のケースに対処するものであり、決済日前に金融負
債の認識を中止するには次の要件が全て満たされてい
なければなりません。

企業は、特定の電子送金システムを使用して決済す
る全ての金融負債について、前述の会計処理を適用す
るという会計方針の選択を行うことができます。

環境・社会・ガバナンス（ESG）に連動する要素の
ある金融資産（例えば、金利がESG目標の達成度合い
に応じて変動する金融資産）の国際市場が急速に成長
している中、IASBは、多様な実務が定着することを
避けるために、会計処理の明確化が必要として、PIR

で対処すべき優先課題に識別していました。しかし、
IASBは、ESG連動要素を含んだ金融商品についての
固有のガイダンスは開発しないことを決定しました。
これは、元本及び元本残高に対する利息の支払のみ
であるキャッシュ・フロー（SPPI）評価をはじめ、
IFRS第9号の原則主義のアプローチから逸脱する可能

性があると考えたからです。
その代わり、IASBは2つの広範な修正を提案してい

ます。最初の提案は、以下を検討することを要求する
ことで、貸手が受け取る補償が基本的な融資の取決め
と整合的であるかどうかを評価する助けになります。

もう1つの修正案は、金融資産の存続期間にわたり
契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変化さ
せることとなる契約条件をどのように評価すべきかを
規定するガイダンスについて、次の検討を追加してい
ます。

さらに、本公開草案はこのアプローチを説明するた
めに2つの例示を追加することを提案しています。

本公開草案での提案の多くは、既存のIFRSの明確化
であるとされています。しかし、現行の実務に変更を
もたらす可能性のある内容も含まれており、引き続き
注視が必要と考えられます。

Ⅳ　ESG連動要素を含んだ金融資産への
　　キャッシュ・フローの特性の評価
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• 企業が支払指示の撤回、中止又は取消しを行う
能力を有していない

• 企業が支払指示の結果として決済に使用される現
金にアクセスする実際上の能力を有していない

• 電子送金システムに関連した決済リスクが僅少
である

• 貸手は何に対する補償を受け取ることになるのか
• 補償が、基本的な融資の取決めと整合的とは通
常考えられないようなリスク又は市場要因をカ
バーしているかどうか

• 契約上のキャッシュ・フローの変動が、その変
動の方向及び規模を含めて、基本的な融資の取
決めと整合的でないかどうか

• 契約上定められた特定の変更が、偶発的事象の
発生の蓋

がい

然性に関係なく、SPPI要件を満たす
ことになるかどうか

• 基本的な融資の取決めに整合的であるためには、
偶発的事象の発生又は不発生は債務者に固有の
ものでなければならない

• その結果生じる契約上のキャッシュ・フローは、
債務者に対する投資又は特定の資産の運用成績
に対するエクスポージャーを表すものであって
はならない

Ⅴ　おわりに
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